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○うるま市民ふれあい農園要綱 

平成２１年１月１５日 

告示第３号 

（目的） 

第１条 この告示は、うるま市民ふれあい農園（以下「農園」という。）を設置するこ

とにより、市民の余暇の善用と農作業等を通して自然とふれあう機会を提供し、ゆと

りのある市民生活に寄与することを目的とする。 

（指定） 

第２条 農園は、沖縄県中部農業改良普及センター、うるま市農業委員会、沖縄県農業

協同組合及び沖縄県花卉園芸農業協同組合等の協力を得て、別表の土地を市が借用の

上、市長が指定するものとする。 

（区画面積） 

第３条 農園の区画面積は、一区間おおむね２０平方メートルとする。 

（使用者の資格） 

第４条 農園の使用者（以下「使用者」という。）の資格は、次の各号に該当する者と

する。 

（１） うるま市内に住所を有している者 

（２） 耕作可能な土地を有していない者 

（禁止行為） 

第５条 使用者は、農園において次に掲げる行為をしてはならない。 

（１） 建物及び工作物を設置すること。 

（２） うるま市民ふれあい農園使用心得に反すること。 

（３） 使用農園を転貸すること。 

（使用できる区画地の数） 

第６条 使用できる区画地の数は、使用者の同一生計家族につき一区画とする。 

（区画地の使用料） 

第７条 区画地の使用料は、無料とする。 

（区画地の使用期間） 

第８条 区画地の使用期間は、２年とする。ただし、市長が認めたときは、継続して使
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用することができる。 

（使用許可申請及び使用許可） 

第９条 農園を使用しようとする者（以下「申請者」という。）は、市民ふれあい農園

使用許可申請書（様式第１号）を市長に提出するものとする。 

２ 市長は、前項の規定による使用許可の申請があったものについて審査し、適当と認

めたときは、市民ふれあい農園使用許可書（様式第２号）を申請者に交付する。 

（使用許可の取消し） 

第１０条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消すことが

できる。 

（１） 使用者が使用を辞退したとき。 

（２） 第４条に該当しなくなったとき。 

（３） 第５条に掲げる行為をしたとき。 

（４） 使用許可区画地を正当な理由なく耕作しないとき。 

（５） その他市長が特に取消の必要を認めたとき。 

２ 市長は、前項により使用許可を取り消そうとするときは、市民ふれあい農園使用許

可取消通知書（様式第３号）により、使用者に通知するものとする。 

（使用許可区画地返還） 

第１１条 使用者は、第８条の規定による使用期間が終了したとき、又は第１０条の規

定により使用許可を取り消されたときは、速やかに使用区画地を現状に復し、市長に

返還しなければならない。この場合において、使用者に損害が生じることがあっても、

市長は、損害賠償の責めを一切負わないものとする。 

（損害賠償の義務） 

第１２条 使用者は、農園の使用に際し、施設等を破損又は滅失したときは、その損害

を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない理由があると認めたとき

は、その額を減額し、又は免除することができる。 

（補則） 

第１３条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この告示は、平成２１年１月１５日から施行する。 
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附 則（平成２８年３月３１日告示第８１号） 

（施行期日） 

１ この告示は、行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）の施行の日（平成２８年

４月１日）から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示の施行の際、第１条の規定による改正前のうるま市男女共同参画国内外研

修派遣補助金交付要綱、第２条の規定による改正前のうるま市自立支援教育訓練給付

金事業実施要綱、第３条の規定による改正前のうるま市光ファイバケーブルの貸付事

業要綱、第４条の規定による改正前のうるま市家庭的保育事業等の認可に関する要綱、

第５条の規定による改正前のうるま市立保育所時間外保育事業実施要綱、第６条の規

定による改正前のうるま市立保育所一時預かり事業実施要綱、第７条の規定による改

正前のうるま市認可外保育施設保育料助成事業実施要綱、第８条の規定による改正前

のうるま市ひとり親家庭等に対するファミリー・サポート・センター利用料助成事業

実施要綱、第９条の規定による改正前のうるま市高等職業訓練促進給付金等事業実施

要綱、第１０条の規定による改正前のうるま市高等職業訓練促進継続給付金事業実施

要綱、第１１条の規定による改正前のうるま市在宅高齢者等日常生活用具給付事業実

施要綱、第１２条の規定による改正前のうるま市在宅介護者手当支給要綱、第１３条

の規定による改正前のうるま市外出支援サービス事業実施要綱、第１４条の規定によ

る改正前のうるま市緊急通報システム事業実施要綱、第１５条の規定による改正前の

うるま市ふれあいコール事業実施要綱、第１６条の規定による改正前のうるま市後期

高齢者医療保険料の納付方法変更に係る申出に関する事務取扱要綱、第１７条の規定

による改正前のうるま市障害者等日常生活用具給付事業実施要綱、第１８条の規定に

よる改正前のうるま市多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要

綱、第１９条の規定による改正前のうるま市更生訓練費支給事業実施要綱、第２０条

の規定による改正前のうるま市国民健康保険被保険者証の返還及び資格証明書交付

等に関する要領、第２１条の規定による改正前のうるま市介護保険料滞納者に係る保

険給付の制限等に関する実施要綱、第２２条の規定による改正前のうるま市社会福祉

法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度

事業実施補助金交付要綱、第２３条の規定による改正前のうるま市介護保険施設等監
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査要綱、第２４条の規定による改正前のうるま市一般廃棄物処理手数料徴収事務委託

要綱、第２５条の規定による改正前のうるま市専用水道及び簡易専用水道に関する規

程、第２６条の規定による改正前のうるま市民ふれあい農園要綱、第２７条の規定に

よる改正前のうるま市中小企業等事業拡大支援事業補助金交付要綱、第２８条の規定

による改正前のうるま市地域経済循環創造事業補助金交付要綱、第２９条の規定によ

る改正前のうるま市東照間商業等施設の使用企業選定要綱、第３０条の規定による改

正前の都市計画法第５３条及び第６５条の規定による建築行為等の許可等に関する

事務取扱要綱、第３１条の規定による改正前のうるま市景観地区助成金交付要綱及び

第３２条の規定による改正前のうるま市公共下水道接続促進事業補助金交付要綱に

規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、な

お使用することができる。 

別表（第２条関係） 

農園所在地：うるま市字兼箇段寄利原地内 

農園面積：３，７５９m２（≒１，２００坪） 

地番 面積（m２） 

うるま市字兼箇段寄利原１４１４番の１ １，６８３ 

うるま市字兼箇段寄利原１４１４番２ ２２ 

うるま市字兼箇段寄利原１４１５番 ２，０５４ 
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様式第１号（第９条関係） 

様式第２号（第９条関係） 

様式第３号（第１０条関係） 

 


